
 

 

 

 

 

政 策 １ 命を守る安全な地域づくり 

 

１-１  危機管理体制の強化  

 

(1)  危機事案対応能⼒の強化 

(2) 地域防災⼒の強化 

 

１-２  防災・減災対策の強化  

 

(1) 地震・津波・⽕⼭災害対策 

(2) ⾵⽔害・⼟砂災害対策 

(3) 原⼦⼒発電所の安全対策 

(4) 国⺠保護・様々な危機への対応 

  

１-３  安全な⽣活と交通の確保 
 

(1) 防犯まちづくりの推進 

(2) 犯罪対策 

(3) 交通事故防⽌対策 

(4) 安全な消費⽣活の推進 

(5) 健康危機対策 
 

 

 

 

 

 

 

 

第５班 ９⽉９⽇ 
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危機管理体制の強化  

 

１ 政策の⽅向 
⼤規模地震をはじめとする様々な危機事案に的確に対応するため、県及び市町の危機管理体制の充

実、警察、消防、⾃衛隊、医療機関、⺠間企業、地域住⺠など多様な主体との連携を推進し、公助に
よる危機事案対応能⼒を強化するとともに、核となる⼈材の育成・活⽤や防災意識の向上により、⾃
助・共助による地域防災⼒の強化を図る。 

２ 現状と課題 
【東海地震説〜阪神・淡路⼤震災】 
・1976 年８⽉、「静岡県を中⼼とした東海地⽅で、⼤規模な地震が明⽇起こっても不思議ではな

い」という東海地震説は、⼤きな社会問題となり、県や市町村をはじめ各家庭でも、東海地震
対策に取り組むこととなった。 

・可搬ポンプや耐震性貯⽔槽整備、同時通報⽤無線施設整備、コミュニティ防災センターや⾃主
防災組織資機材整備など市町村の防災対策への財政⽀援に加え、研修などによる防災⼈材の育
成などに取り組んできたが、1995（平成７）年 1 ⽉の阪神・淡路⼤震災を契機に救助⽤や避
難所⽣活⽤資機材整備などへの財政⽀援、避難所運営マニュアルを作成するなど、⾏政による
公助のみならず、住⺠による⾃助や地域による共助の取り組みを推進した。 

 
【東⽇本⼤震災】 
・本県では、2011 年３⽉に発⽣した東⽇本⼤震災を教訓に、2013 年にあらゆる可能性を考慮し

た「第４次地震被害想定」を公表した。従来の東海地震の被害想定は犠牲者約 6,000 ⼈であっ
たのに対し、「第４次地震被害想定」の最⼤クラスの地震（レベル２地震）では、犠牲者は最⼤
で約 105,000 ⼈となるなど、想定される被害が甚⼤となった。犠牲者の約９割は津波による
被害であることから、防潮堤など津波を防ぐ施設の整備、津波避難マウンドや避難タワーなど
津波から逃げる施設の整備に加え、住⺠が率先して避難できるよう意識啓発の徹底や夜間避難
訓練の実施など、総合的な防災対策で被害の軽減を図ってきた。また、総合防災訓練において
も、予知型から突発型に切り替えて訓練を実施するなど対策の転換を図った。 

現 
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※ 市区町内の沿岸各地で想定される「駿河・南海トラフ沿いで発⽣する津波」と「相模トラフ沿いで発⽣する津波」の最⼤値 
     レベル１地震とは、発⽣頻度が⽐較的⾼く、発⽣すれば⼤きな被害をもたらす地震・津波（約 100 年〜150 年に 1 回程度の発⽣

頻度）⇒防潮堤など海岸保全施設の建設を⾏う上で想定する津波 
     レベル２地震とは、発⽣頻度は極めて低いが、発⽣すれば甚⼤な被害をもたらす、あらゆる可能性を考慮した最⼤クラスの地震・

津波（1,000 年〜数 1,000 年に１回程度の発⽣頻度）⇒住⺠避難を中⼼とした防災対策を構築する上で設定する津波 
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現 

状 

【熊本地震】 
2016 年 4 ⽉に発⽣した熊本地震では、熊本県嘉島町への⽀援や国のワーキンググループによ

る分析等を通じて明らかとなった新たな課題に以下のような対応をした。 
・庁舎機能を喪失した市町があったことから、市町の防災体制強化として、業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）の策定を⽀援した。 
・⽀援物資が避難所に届くまでに時間を要したことから、災害時に⽀援物資の受⼊・仕分を⾏う

県の広域物資輸送拠点や代替拠点の選定、物流業者との連携や物資輸送訓練などにより物資輸
送の円滑化を図った。 

・⾞中泊、在宅避難者など多様な避難者が⾒受けられたことから、避難所の運営⼒の向上や⽣活
環境の改善を図るため、避難所運営マニュアルの⾒直しを図った。 

 
【不確実な地震予測に基づいた新たな防災対応】 

2017 年 8 ⽉、国の中央防災会議調査部会では、南海トラフ沿いで発⽣する地震（東海地震を
含む）について、「現状では、警戒宣⾔の前提となる確度の⾼い地震予測はできないとした上で、
新たに、不確実な地震予測に基づいた防災対応を検討する必要がある。」と報告した。 

これを受けて、気象庁は、暫定的なものではあるが、南海トラフで異常な現象が観測された際、
南海トラフ地震との関連性を評価し、地震発⽣の可能性が⾼まっていると評価された場合などに
そのことを知らせるために「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」（以下、「臨時情報」という）
の運⽤を開始した。 

本県においては、従前から、突然発⽣する地震に対して、建物の耐震化や防潮堤など津波を防
ぐ施設の整備、津波避難マウンドや避難タワーなど、津波から逃げる施設の整備に加え、住⺠が
率先して避難できるよう意識啓発の徹底や夜間避難訓練の実施を⾏っているが、少しでも被害を
軽減するため、たとえ不確実な地震予測であったとしても、確実に安全を確保する対応を取る事
が有効と考え、市町や学校、事業者などを対象にヒアリングを実施し、臨時情報を活⽤した新た
な防災対応を検討している。 

 

課 

題 
・ 第４次地震被害想定の被害をできる限り軽減するために策定した「地震・津波対策アクショ

ンプログラム 2013」に基づき、地震・津波対策の更なる進捗を図る必要がある。 
・ 危機管理全般に対する⼀元的な管理体制を県、各市町において構築する必要がある。 
・ 危機管理部⾨は、⾏政分野の中でも幅広い知識や経験を必要とするため、継続的な⼈材育成

や平常時から訓練を積み重ねることで、県及び市町の危機事案対応能⼒が⾼める必要がある。
・ 危機事案への対応には、⾏政だけでなく⾃衛隊、警察、消防やライフライン事業者、⺠間企

業、地域住⺠など多くの主体との協働・連携が必須である。 
・ ⾏政による公助のみならず、住⺠の⽣命、⾝体及び財産を守るためには、住⺠による⾃助、

地域による共助による地域防災⼒の重要性がより⼀層増⼤している。 
・ 少⼦⾼齢化、⼈⼝減少など社会経済情勢の変化により、地域における防災活動の担い⼿を⼗

分に確保することが困難となっている。 
・ 不確実な地震予測に基づく新たな防災対応の⼀つである事前避難は、地震発⽣後では津波等

により安全な場所への避難が困難となる地域において実施することで、被害の軽減を⽬指す
ものであるが、その後の地震発⽣の有無に関わらず、避難⽣活によるストレス等(損失)が発
⽣することから、事前避難を⾏うことによる損失と⼤規模地震による被害損失等のバランス
を考慮する必要があり、⾮常に難しい課題となっている。 



 

３ 施策と取組の位置付け 

 
命を守る安全な地域づくり 

 ① 災害対策本部体制の強化 

２ 防災・減災対策の強化 

１ 危機管理体制の強化 

（１）危機事案対応能⼒の強化 

（２）地域防災⼒の強化 

３ 安全な⽣活と交通の確保

 ① 市町危機管理体制の強化 
② 消防保安体制の整備 
③ ⾃主防災組織の強化 
④ 家庭内防災対策の強化 
⑤ 防災を担う⼈材の育成 

② 警察・消防・⾃衛隊、ライフライン事業者等
との連携強化 

③ 被災後の県⺠⽣活の⽀援 
④ 災害時における医療体制の整備 
⑤ 防災⼒の発信 
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 政策の柱１－１ 危機管理体制の強化 

地域防災⼒の強化 
 

危機管理部 危機政策課 危機対策課 担当部局 新ビジョン体系 １－１（２） 消防保安課 危機情報課 

 
❖  ⽬  標  

   
■ 市 町 の 防 災 体 制 強 化 や ⾃ 主 防 災 組 織 を は じ め と す る 多 様 な 主 体 と の 連 携 ・ 協 働 を

進 し 、 地 域 防 災 ⼒ を 強 化 し ま す 。  推  
 
❖  施 策 に 関 す る 指 標  

成 果 指 標  基 準 値  目 標 値  

（2016 年 度 ） 地 域 防 災 訓 練 参 加 率  25％  
20.8％ 

 
活 動 指 標  基 準 値  目 標 値  

（2016 年度） 市町本部運営訓練を県と協働で実施した市町数 

 

4 市町 
毎年度 8 市町 

（2018〜2021 年度） （2013～2016年度） 防災に関する知事認証取得者数 累計 9,000 ⼈ 累計9,001人 

（2016 年度） 地域防災⼈材バンク登録者数 440 ⼈ 
286 人 

（2018〜2021 年度） （2013～2016年度） 地域防災⼒強化⼈材育成研修修了者数 累計 12,000 ⼈ 累計12,144 人 

 
１ 施策背景 
  

防災対策の基本は、⾃分の命は⾃分で守るという「⾃助」、⾃ら地域は皆で守るという「共助」、
して｢⾃助｣、「共助」を⽀える⾏政による「公助」の 3 本柱である。 

■ 

そ   
住 ⺠と直接に接する市町の危機管理体制を強化することが、県全体の防災⼒向上につながる。 ■ 

  
阪神・淡路⼤震災の際にがれき等から救出された⼈のうち約 8 割は、近隣住⺠等の助け合いによ
るものであった。本県の⾃主防災組織の結成率は約 100％であるが、住⺠の参加意識の低下の傾
向がみられ、また地域防災の中核である消防団も団員数の減少や⾼齢化問題を抱えており、今後

地域防災⼒の低下が懸念される。 

■ 

の   
住宅の耐震化、家具の固定、⽔・⾷料の備蓄等の家庭内の対策は、災害発⽣時に⼈的・物的被害
の軽減だけでなく、災害対応における社会的な負担を軽減し、早期の復旧・復興へ繋がる。 

■ 

  
⾃主防災組織や事業所、学校、病院・福祉施設、団体などの各機関に防災⼈材（＝防災リーダー）
が存在すれば、防災⼈材が中⼼となって各機関における防災⼒の向上を図ることができる。 

■ 
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 政策の柱１－１ 危機管理体制の強化 

 
 

地域防災力の向上 

共助力の向上 自助力の向上 
(自主防災組織の強化) (家庭内防災対策の強化) 
(防災を担う人材育成) 

 

自らの命は自らが守る 

・食料・飲料水の備蓄 

・住宅の耐震化 

・家具類の固定 

・火災警報器の設置 等 

自らの地域は皆で守る 

・地域防災訓練の実施 

・避難所の運営 

・要配慮者への支援 

・事業所等との連携 等 

町内会・自治会 

消防団、事業所 

ボランティア等 少子高齢化によ

る担い手不足等

公助力の向上 
(市町危機管理体制の強化) 

(消防保安体制の整備) 

県･市町、警察･消防･

自衛隊、医療機関、 

ライフライン 等 

自助、共助を支える 

・救出・救助活動 

・医療･救護活動 

・緊急物資輸送 

・関係機関との連携 等 
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 政策の柱１－１ 危機管理体制の強化 

２ 現状・課題と施策の⽅向 

現状・課題 県の施策の⽅向 

 

・ 地域の課題への対応を多⾓的に推進する組織の
設置 

・ 市町の危機管理体制強化や防災対策事業へ財政
的、技術的⽀援 

市町の被害想定、地域特性、課題、組織
的な対応⼒等が異なるため、それぞれの実
情に合った防災対策が必要である。 

➡ ①市町危機管理体制の強化 

・ 南海トラフ地震に関連する臨時情報を活⽤した
防災対応⽅針の決定 

・ 本県の地域特性を考慮した「事前の防災対応」を
適切に⾏うことによる、更なる被害の軽減 

不確実な地震予測に基づいた新たな防災
対応が必要である。 

➡ ①市町危機管理態勢の強化 

・ 消防団への加⼊促進や、活動体制の充実・強化 地域防災⼒の中核である消防団におい
て、団員数の減少や⾼齢化が進んでいる。 ➡ ②消防保安体制の整備 

・ 現場で使いやすいマニュアルの作成 
・ マニュアルに基づく⾃主運営の⽀援 
・ 災害時における⾃宅での⽣活継続の啓発 

災害時に避難所の運営を⾏政が⾏うこと
は困難となることが予想され、避難所の利
⽤者による「⾃主的な避難所運営」のため
の啓発や⽀援が必要である。 ➡ ③⾃主防災組織の強化 

・ 備蓄する品⽬に対応した啓発⽅法を検討 
・ 地震防災強化⽉間に集中的な啓発活動を実施 

家庭における⼤規模な災害に備えた⽔・
⾷料、トイレ等の⽣活の継続に必要な準備
の促進を図ることが必要である。 ➡ ④家庭内防災対策の強化 

・ 防災⼈材を養成するための講座を開催 
・ 研修修了者へのフォローアップ講座や防災に関

する専⾨的な講座の開催 
・ 地域防災⼈材バンクの運⽤ 

「ふじのくに防災⼠」等の防災⼈材を着
実に育成するとともに、育成した防災⼈材
について、最新の情報を提供するなど⽀援
が必要である。 

➡ ⑤防災を担う⼈材の育成 
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 政策の柱１－１ 危機管理体制の強化 

３ 施策に関する県と市町、⺠間等との役割分担 

区 分  役 割 ・ 取 組 等  

全体的な調整の役割を担い、市町計画の進捗を管理するとともに、市町が実施する
防災対策や消防団資機材整備事業へ緊急地震・津波対策交付⾦による財政⽀援や、防
災⼈材育成研修の実施など技術的⽀援を実施する。 

県  

住⺠の命を守る基礎⾃治体として、命⼭等の津波避難施設、資機材やハザードマッ
プの整備、公共施設の耐震化、家庭内家具固定など住⺠の⾏う耐震対策の⽀援、住⺠
の防災に対する意識啓発を⾏う。 

市 町  

また、消防組織法に基づき、地域防災の中核的役割を果たす消防団を設置する。 

県⺠は、「⾃分の命は⾃らが守る」「⾃らの地域は皆で守る」という防災対策の基本
に⽴ち、家庭内家具固定などの⾃助の取組や、⾃主防災組織による要配慮者の避難⾏
動⽀援、避難所の運営など共助の取組を担うとともに、事業所は地域の⼀員としてこ
れらの取組に積極的に参画する。 

地 域  
・  

県 ⺠  
市町が整備した津波避難施設や資機材等を有効に使い、また⾃主防災組織等で

の研修や訓練によって、⾃ら意識を⾼め、さらに地域の防災⼒を向上する。 
 
 
 
４ 県の施策推進の視点 
 

 地域防災⼒の強化  
 

☞ 視点１ ⾏政、公的機関による「公助」の取組 

 

① 市町危機管理体制の強化 
② 消防保安体制の整備 

 
☞ 視点２ 地域で協⼒して取り組む「共助」への⽀援 

③ ⾃主防災組織の強化 

⑤ 防災を担う⼈材の育成 
 
☞ 視点３ ⾃ら取り組む「⾃助」への⽀援 

     ④ 家庭内防災対策の強化 
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 政策の柱１－１ 危機管理体制の強化 

５ 主な取組 

視点１  ⾏政、公的機関による「公助」の取組 
 

危機管理部  
取 組 ①  市町危機管理体制の強化 担 当 課 名 

危機政策課・危機対策課 

⽬ 的 危機管理全般に対する⼀元的な管理体制を県と市町で構築し、各市町の実状に
即した実効性ある防災対策を推進する。 (何のために) 

【県の市町⽀援のイメージ】 
 

 
  

各市町の現状を把握した上で、組織的な対応⼒を⾼める⽀援を進める 
↓ 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

住⺠と⾝近に接する市町の体制を強化することが、県全体の防災⼒向上につながる 
 
取組１：企画・地域連携チームの設置 

市町の危機管理機能の充実を図るため、本年度設置した地域局と連携し、各市町別の課題等を
踏まえたきめ細やかな⽀援を⾏うとともに、緊急地震・津波対策等交付⾦の活⽤などにより、各
地域及び市町の危機管理体制整備を推進する「企画・地域連携チーム」を設置した。 

取組２：市町本部運営訓練の協働実施等 
防災カルテにより市町の危機管理体制の現状と課題を把握した上で、市町が取り組むＢＣＰ策

定やその実効性の向上、市町本部運営訓練への企画段階から実施、検証、改善までの指導を⾏う。

取組３：緊急地震・津波対策等交付⾦による財政⽀援 
津波避難施設の整備、地域における救助活動や初期消⽕のための資機材、避難所環境整備など

の市町地震・津波対策アクションプログラムに基づく取組について、緊急地震・津波対策等交付
⾦により財政的⽀援を⾏う。 

取組４：情報共有 
各市町の強み・弱みを踏まえた地域防災⼒の向上のため、国や他⾃治体等の先進的・独⾃的な

取組について情報提供を⾏い、普及を図る。 

取組 5：不確実な地震予知に基づく新たな防災対応 
南海トラフ地震に関連する臨時情報を活⽤した防災対応⽅針の決定及び、本県の地域特性を考

慮した｢事前の防災対応｣を適切に⾏うことで更なる被害の軽減を図る。 
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 政策の柱１－１ 危機管理体制の強化 

 
視点１  ⾏政、公的機関による「公助」の取組  

取 組 ②  消防保安体制の整備 担 当 課 名 危機管理部 消防保安課 

災害に際し、地域の安全安⼼を守るためには、地域住⺠の最も⾝近な存在であ
る消防団を中⼼として活動を⾏うことが極めて重要であるが、消防団員数は減少
傾向にあることから、消防団の充実強化に取り組む。 

⽬ 的 
(何のために) 

 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

 

取組１：消防団の更なる活性化 
市町への財政⽀援による施設整備や資機材購⼊など、地域の実情に応じた消防団の充実強化策

への⽀援を⾏う。 
 
取組２：機能別分団及び機能別団員制度の導⼊への働きかけ 

特定の分野や⼤規模災害等に限定して活動に参加する機能別団員・分団制度の導⼊について市
町への働きかけ（⼤規模災害団員制度の導⼊を含む。）を⾏う。 
 
取組３：⼥性消防団員の確保対策 

（公財）静岡県消防協会が実施する⼥性消防団員の研修事業への協⼒や、⼥性団員制度未導⼊
市町への働きかけ、⼥⼦更⾐室やトイレ整備などによる⼥性消防団員の充実強化対策を実施する。
 
取組４：学⽣消防団員の確保対策 

県で作成した広報⽤動画の活⽤等により、消防団への関⼼を深めたり、イメージアップによる
学⽣消防団員の加⼊促進を図る。 
 
取組５：消防団活動に協⼒する事業所への減税措置 

消防団活動に協⼒する事業所の事業税額（個⼈事業税、法⼈事業税）の１/２に相当する⾦額を
控除（100 万円を限度）する特例を実施し、企業と⼀体となって消防団の活動環境の整備や団員
確保のための取組を⾏う。 
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 政策の柱１－１ 危機管理体制の強化 

 
視点２ 地域で協⼒して取り組む「共助」への⽀援  

取 組 ③  ⾃主防災組織の強化 担 当 課 名 危機管理部 危機情報課 

⽬ 的 地域住⺠が⾃ら主体となって、災害から地域を守る意識の向上により⾃主防災
組織活動の活性化を図る。 (何のために) 

【取組のポイント】 
・従来からの取り組みどおり、⾃主防災組織の結成、訓練の実施などを促進する。 
・⼀定の成果がある⼀⽅で、⾃主防災組織の参加意識の低迷、訓練のマンネリ化が課題である。

→ ⾃主防災組織率 約 100％ ⇔ ⾃主防災組織への参加意識あり 59.7％ 
・改めて地域の課題を明確化し、地域で共通認識を持って活動する必要がある。 
・東⽇本⼤震災、熊本地震では、避難所の運営に課題が発⽣した。 

→ ⾏政に頼らず地域での主体的な運営が必要である。 
→ 県で「避難⽣活の⼿引き」及び「避難所運営マニュアル」を作成した。 

・「避難所の⾃主運営」をテーマとした⾃主防災活動の活性化を図る 
 
取組１：避難所運営の周知・啓発 

今回作成した「避難⽣活の⼿引き」「避難所運営マニュアル」について、市町と連携し出前講座
などを活⽤し⾃主防災組織等へ説明し周知を図る。 

（参考）出前講座の開催状況（2017 年度） 
県実施分 464 回 46,783 ⼈取

組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

市町実施分 1,419 回 93,077 ⼈
   計 1,883 回 139,860 ⼈

（参考）「避難⽣活の⼿引き」と「避難所運営マニュアル」の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取組２：避難所運営訓練の実施（ＨＵＧの普及） 

県で開発した避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）を活⽤し、避難所の運営を疑似体験することなどに
より、事前準備の重要性や運営上の課題を認識し対応を考えることで、⾃主防災組織による避難
所の運営体制の確⽴を図る。 → 他の⾃主防災組織活動への波及を狙う。 
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政策の柱１－１ 危機管理体制の強化 

 
視点２ 地域で協⼒して取り組む「共助」への⽀援  

取 組 ⑤  防災を担う⼈材の育成 担 当 課 名 危機管理部 危機情報課 

⽬ 的 
(何のために) 

地域の防災⼒を向上させるため、地域の防災活動の要として活躍できる⼈材を
育成する。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

【取組のポイント】 
・「ふじのくに防災⼠」等、防災⼈材を着実に育成する。 
・受講から⻑期間経過している受講者があり、フォローアップ講座等の実施が必要である。 
・養成した⼈材のより有効な活⽤を図る必要がある。 

取組１：防災を担う⼈材の養成 
主な講座による養成実績（2017 年度） 

講座名 内 容 主な対象 養成者数

⾏政職員 

(防災担当者) 

事業者 

(防災担当者) 

静岡県ふじのくに

防災⼠養成講座 

  南海トラフ巨⼤地震などに備えて、防

災に関する専⾨的知識や実践⼒を体系的

に習得し、地域や職場の防災リーダーと

なる⼈材を養成する。 
⾃主防災組織 

2,632 ⼈

ふじのくに防災マ

イスター養成講座 

介護、建築などの専⾨的な知識や技術

を⽣かした防災活動ができる⼈材を育成

する。 

国家資格 

保有者(※1) 
1,121 ⼈

⾼校⽣ 

中学⽣ 
ふじのくにジュニ

ア防災⼠養成講座 

⾃らの⾝を守ることができ、地域の防

災活動に協⼒できる⼈材を育成する。 
⼩学⽣ 

8,736 ⼈

※1 資格の例：医師、保健師、薬剤師、栄養⼠、建築⼠、⼟⽊施⼯管理技⼠等。 

取組２：フォローアップ関係の講座 
 

講座名 内容 受講者数

静岡県ふじのくに防災

⼠フォローアップ研修 

静岡県が推進する防災施策の最新情報や、地

域・家庭内の防災対策を学ぶ。 

2017 年度は、インターネットで講座を配信 

77 ⼈ 

ふじのくに防災学講座 
県内の⼤学等の協⼒により、防災における最新

の知⾒や情報、研究成果等の講演。 
976 ⼈

取組３：地域防災⼈材バンク 
「静岡県ふじのくに防災⼠」、「ふじのくに防災マイスター」等の中で、指導者や講師などとし

て協⼒できる⽅を「地域防災⼈材バンク」に登録、公開することで、活動の場の拡⼤を図る。 
・名簿登録者数 319 ⼈（2018 年３⽉ 31 ⽇現在） 



 政策の柱１－１ 危機管理体制の強化 

 
視点３ ⾃ら取り組む「⾃助」への⽀援  

取 組 ④  家庭内防災対策の強化 担 当 課 名 危機管理部 危機情報課 

⽬ 的 住宅の耐震化、家具の固定、⽔・⾷料、携帯トイレなどの備蓄を推進し、災害
に強い地域づくりを⽬指す。 (何のために) 

【取組のポイント】 
・経年の調査結果によると、取組は着実に進んでいる。 

⾷料備蓄（７⽇分） 9.3％（1986 年） → 19.6％（2017 年） 
家具固定      37.3％（1986 年） → 64.3％（2017 年） 

・⼀⽅で、近年の傾向として実施率を⼤きく向上させることが困難となっている。 
・例として、⾷料備蓄では⽬標とする７⽇以上では 19.6％だが、１⽇以上では９割を超える。 
・このことから従来の啓発では、地震の切迫性を伝えるなど、備蓄の必要性を訴えてきたが、備

蓄の具体的な⽅法を伝えるなど新たなアプローチが有効と考えられる。 
・さらに、啓発の効果を⾼めるため、内容を絞り集中的に展開する。 

 
取組１：テーマを絞った啓発 

2017 年度は、⾷料の備蓄において、⽇常の⾷品の活⽤を啓発テーマとし、リーフレットを作成
した。 

（作成リーフレット） 
取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 年度は、トイレの準備を啓発テーマとする予定である。 

（参考）県⺠意識調査結果 
     ⾷料の備蓄（７⽇以上）  6.3％（2015 年度） → 19.6％（2017 年度） 

   トイレの備蓄（７⽇以上） 2.9％（2015 年度） → 11.8％（2017 年度） 
 

取組２：集中的な啓発 
2017 年度は、11 ⽉の地震防災強化⽉間において、作成したリーフレットを活⽤し、市町と連

携し啓発を実施。合わせて⾃主防災新聞 11 ⽉号において特集記事を掲載した。 
2018 年度も同様の展開を予定している。 
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政策の柱１－１ 危機管理体制の強化 

６ 主要事業   

事 業 名  重 点 項 目  
2018

予算額(千円)

南海トラフ地震の新たな防
災対応策定事業費(新規) 

南海トラフ地震に関連する新たな情報が発表された場合
への対応強化を図るため、新たな防災対応を策定する。 
・県⺠意識調査、事業所調査 

13,000

緊急・地震津波対策等交付⾦ 

市町の防災対策事業に対して財政⽀援を⾏う。なお、想
定される犠牲者の８割減少のため、発災直後の犠牲者防⽌
等に関わる次の事業について、３年間に限り補助率を 1/2
とする。 
・津波関連事業 
・屋内の安全対策事業  
・救護所・仮設救護病院等整備事業  
・⾃主防災組織・消防団等⽤防災資機材整備事業（救命救

助⽤） 

3,000,000

県⺠防災啓発強化事業 

⾃主防災組織の活性化等により⾃助・共助の社会づくり
を進める。 
・⾃主防災新聞の発⾏ 
・地震防災強化⽉間の実施 等 

46,109

地域防災⼒向上⼈材育成事
業費 

地域防災の中⼼的な担い⼿となる⼈材を養成する。 
・ふじのくに防災⼠養成講座 
・ふじのくに防災マイスター養成講座 等 

8,228

消防団関係 
消防団の知識及び技能の向上を図るため、（公財）静岡

県消防協会が実施する消防団員の教育訓練、福利厚⽣、表
彰及び防⽕思想の普及等の事業に対する助成を⾏う。 

29,000

その他取組を含めた合計 6,088,045



 施策１ 参考資料 

＜防災カルテ＞(危機政策課調査) 
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 施策１ 参考資料 

＜静岡県内の消防団員数の推移＞(総務省消防庁調査) 

 

 

22,808

21,034
20,826

20,561 20,416
20,086

23,763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜静岡県内の⼥性団員数及び学⽣団員数の推移＞(総務省消防庁調査) 

 

 

 

19,888

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

H10 H15 H24 H25 H26 H27 H28 H29

消防団員数は年々減少傾
向にある。 

単位：人 

351
379 374

419

39 35 34 57

0
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400

500

H26 H27 H28 H29

女性団員 － －

学生団員 － －

⼥性団員数や学⽣団員数は近年増
加傾向にある。 

 

⼥性団員や学⽣団員の更なる加⼊
促進が今後の消防団員数の確保に
⽋かせないと考えられる。 

単位：人 
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 施策１ 参考資料 

＜⾃主防災組織への加⼊意識＞(H29 年度 県⺠意識調査結果) 
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1.8 

2.2 

1.7 

1.4 

1.6 

1.6 

2.1 

1.7 

1.8 

0% 25% 50% 75% 100%

昭和61年２月

昭和63年１月

平成２年１月

平成３年12月

平成５年11月

平成７年12月

平成９年10月

平成11年10月

平成13年12月

平成16年１月

平成17年８月

平成19年６月

平成21年11月

平成23年11月

平成25年12月

平成27年12月

平成29年11月

入っている 入っていない
自主防災組

織はない
わからない 無回答

「⾃主防災組織に⼊ってい
る」との回答が 59.7％、と
減少傾向で、「わからない」
が 24.7％と増加傾向にあ
り、加⼊意識が低下してい
る。 
 

【設問趣旨】 
この設問は、⾃主防災組織

に加⼊している意識がある
かを問うものである。 

⼀般的に、町内会に加⼊す
ると⾃主防組織に加⼊して
いることとなる（町内会に⼊
らない⽅は、⾃主防災組織に
も加⼊しないことになる）。

 

＜あなたの⾃主防災組織では避難所の運営ができますか＞(2016 年度 ⾃主防災組織実態調査) 

 

 

 

 

 

避難所運営は「できる」
が 27.6％であったが、「不
安がある」が 71.2％とな
った。 

 



 施策１ 参考資料 

＜災害時に利⽤できる⾷料の備蓄⽇数＞(H29 年度 県⺠意識調査結果) 
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9.3 

5.1 

4.0 

4.1 

3.0 

2.6 

3.0 

3.0 

2.9 

2.1 

1.7 

2.5 

4.3 

4.2 

6.7 

6.3 

19.6

9.1 

4.9 

5.7 

4.6 

3.9 

5.9 

3.9 

4.3 

4.2 

4.3 

4.1 

3.8 

4.6 

5.2 

10.2 

18.6 

19.3

37.2 

47.5 

43.0 

37.4 

54.9 

50.9 

48.7 

47.0 

48.7 

61.6 

62.5 

63.3 

68.3 

64.6 

60.1 

56.3

44.3 

41.7 

46.0 

52.8 

51.2 

35.3 

41.0 

43.3 

45.0 

43.5 

32.4 

30.0 

27.1 

21.2 

17.0 

14.6 

3.9

0.1 

0.7 

1.3 

1.1 

1.9 

1.3 

1.3 

0.8 

1.0 

1.5 

0.2 

1.1 

0.6 

1.1 

1.6 

0.4 

0.9

0% 25% 50% 75% 100%

昭和61年２月

昭和63年１月

平成２年１月

平成３年12月

平成５年11月

平成７年12月

平成９年10月

平成11年10月

平成13年12月

平成16年１月

平成17年８月

平成19年６月

平成21年11月

平成23年11月

平成25年12月

平成27年12月

平成29年11月

７日分以上 ４～６日分 １～３日分 なし 無回答

災害時に利⽤できる⾷料
の備蓄⽇数について、「7
⽇分以上」が 19.6％、「４
-６⽇分」が 19.３％と過
去最⾼、「なし」が 3.9％
と過去最低の結果とな
り、⾷糧備蓄について普
及啓発が図られている。

 

 

 

＜飲料⽔の備蓄⽇数＞(H29 年度 県⺠意識調査結果) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8 

9.6 

15.5 

10.0 

10.5 

7.2 

7.1 

7.1 

8.7 

8.6 

7.5 

9.9 

10.8 

11.4 

7.7 

12.1 

15.0 

12.8 

13.6 

16.4 

32.0 

34.7 

30.6 

29.2 

33.7 

51.1 

48.0 

49.1 

51.9 

53.7 

67.8 

62.8 

64.2 

67.4 

56.2 

51.5 

45.5 

57.9 

53.6 

59.5 

62.9 

56.2 

38.3 

41.9 

41.8 

37.4 

34.3 

20.3 

28.2 

23.2 

16.4 

18.7 

23.3 

21.4 

0.2 

1.2 

2.8 

0.7 

3.0 

1.8 

1.4 

1.7 

0.8 

1.2 

0.5 

1.2 

0.5 

1.2 

0.5 

2.0 

1.1 

0% 25% 50% 75% 100%

昭和61年２月

昭和63年１月

平成２年１月

平成３年12月

平成５年11月

平成７年12月

平成９年10月

平成11年10月

平成13年12月

平成16年１月

平成17年８月

平成19年６月

平成21年11月

平成23年11月

平成25年12月

平成27年12月

平成29年11月

７日分以上 ４～６日分 １～３日分
備蓄して

いない
無回答

飲料⽔の備蓄⽇数につ
いて、「7 ⽇分以上」が
15.5％、「４-６⽇分」が
16.4％と過去最⾼の結果
となった。備蓄⾷料と同
様に飲料⽔の備蓄につい
ても普及啓発が図られて
いる。 

 



 施策１ 参考資料 

＜家具類の固定実施状況＞(H29 年度 県⺠意識調査結果) 
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4.1 

5.0 

6.1 

4.5 

4.2 

6.3 

8.7 

7.1 

9.0 

8.7 

9.5 

10.0 

14.6 

14.4 

17.8 

17.6 

21.4 

33.2 

36.1 

31.5 

30.0 

33.0 

39.0 

39.4 

42.4 

44.8 

45.2 

49.0 

52.7 

54.7 

55.4 

51.3 

50.2 

42.9 

62.7 

58.6 

62.1 

65.1 

60.7 

54.1 

50.7 

49.0 

44.6 

43.6 

40.4 

36.5 

30.1 

28.9 

30.6 

30.8 

34.5 

0.3 

0.3 

0.4 

2.1 

0.5 

1.1 

1.5 

1.6 

2.5 

1.2 

0.8 

0.5 

1.3 

0.3 

1.4 

1.2 

0% 25% 50% 75% 100%

昭和61年２月

昭和63年１月

平成２年１月

平成３年12月

平成５年11月

平成７年12月

平成９年10月

平成11年10月

平成13年12月

平成16年１月

平成17年８月

平成19年６月

平成21年11月

平成23年11月

平成25年12月

平成27年12月

平成29年11月

大部分固定

している

一部固定

している
固定していな

い
無回答

家具類の固定実施状況
について、「⼤部分固定し
ている」が 21.4％と過去
最⾼となった。 

 

＜携帯トイレ・簡易トイレの備蓄⽇数＞(H29 年度 県⺠意識調査結果) 

 

2.9 

11.8 

3.3 

7.9 

18.3 

22.8 

74.6 

56.4 

1.0 

1.1 

0% 25% 50% 75% 100%

平成27年12月

平成29年11月

７日分以上 ４～６日分 １～３日分
備蓄して

いない
無回答

 携帯トイレ・簡易トイ
レの備蓄⽇数について、 
「7 ⽇分以上」、「４-6 ⽇
分」、「１-３⽇分」がいず
れも過去最⾼となった。
しかし、半数以上が備蓄
していない状況である。



 施策１ 参考資料 

＜避難所必要資機材等＞（抜粋） 
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＜地域防災訓練の市町別参加率＞（2016 年度） 
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施策１ 参考資料 

＜要配慮者への避難⽅法＞ 
要配慮者とは、⾼齢者、障害者、外国⼈、乳幼児、妊婦等を指し、そのうち災害発⽣時に特に避難⽀

援を要する者について、「避難⾏動要⽀援者」という。避難⾏動要⽀援者の避難対策として、予め名簿
を作成し、⾃主防災組織や⺠⽣委員等に提供することで災害時の避難誘導、救出救助活動を迅速に⾏い
被害の軽減を図ることを⽬指している。 

 
 〇 避難⾏動要⽀援者の避難計画（個別計画）策定フロー 
 

 

 

 

 

 

 

＜⺠間企業の役割＞ 
静岡県地震対策推進条例 第 14 条に事業所の責務として、以下の取組を規定している。 
・地域住⺠及び⾃主防災組織と連携して、地域における地震防災活動に参加するための体制整備 
・防災訓練、防災に関する研修等への参加 
・地域住⺠及び⾃主防災組織と協⼒して、情報の収集及び伝達、出⽕の防⽌、消⽕、救出救助、応急

⼿当、避難誘導等の活動の実施 等 
○⺠間企業の防災訓練への参加事例 

訓練名 内 容 

⾃衛隊の進出への協⼒ 陸上⾃衛隊の部隊が東名⾼速道路スマート IC を活⽤して進出
し、⺠間事業者の所有地（⼯場）に集結後、活動場所へ進出する。

緊急輸送路の道路啓開の実施 ⺠間事業者が重機を使って⽡礫等の除去を⾏うなど道路啓開
に⺠間事業者が協⼒する。 

県広域物資輸送拠点等の開設・
運営の実施 

⺠間事業者の協⼒で、⼤型テントを設置して県広域物資拠点を
開設し、国からの緊急⽀援物資を受け⼊れた後、⺠間事業者のフ
ォークリフトを活⽤して県物資班が荷捌きし、⺠間事業者の中型
トラックで各市町の地域内輸送拠点に配送する。 

国からの緊急⽀援物資が市町の地域内輸送拠点に届いた後に、
⺠間事業者のフォークリフトにより物資を荷捌きし、⺠間事業者
のトラックにより避難所等に物資を配送する。 

遺体収容所運営への協⼒ 
⺠間事業者によるドライアイス、祭壇、棺等資機材の提供を受

け、遺体収容所を開設。監察医による検視・検案を⾏い、市町職
員による洗浄等の処置をし、⾝元確認後に遺族に引き渡す。 

ドローンによる被災状況把握の
実施 

⺠間事業によるドローン撮影により津波浸⽔区域や⼭がけ崩
れなど⼈が近づくことの出来ない地域の被害状況を把握する。 

滞留旅客避難の実施 滞留旅客の発⽣に伴い、電⾞の停⾞位置から最も近い⺠間事業
所の⼯場に⼀時的に滞留客を避難させる。 

緊急交通路の交通対策の実施 地震で倒壊した信号機を⺠間事業者が復旧し、緊急交通路の通
⾏を確保する。 

重傷者の航空搬送への協⼒ ⺠間事業者の所有地を現地ヘリポートとして活⽤して、重傷者
を災害拠点病院にヘリコプターで航空搬送する。 

 

 



 施策１ 参考資料 

＜消防団活動に協⼒する事業所への減税措置（パンフレット）＞ 
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施策１ 参考資料 



 施策１ 参考資料 

＜避難所運営ゲーム（HUG）のお知らせ＞ 
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 施策１ 参考資料 
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＜消防団体強化指導事業費助成事業（消防団予算）＞ 

項 ⽬ 内 容 
事業の 

効果・⽬標 
公益財団法⼈静岡県消防協会に対して事業費等の補助を⾏うことにより、消防団

員の資質向上を図り、地域防災体制の確⽴を促進する。 

事業 

・消防団員の資質向上を⽬的とした各種研修会の実施 
  ⽀部教育訓練指導員の消防技術の向上を図る教育訓練 
  県消防学校の消防団員研修、消防⼤学校の教育訓練、⽇本消防協会の特別研修

への参加 など 
・優良消防団・消防団員・協⼒事業所等の表彰 
・県消防操法⼤会等各種⾏事の実施 
  ポンプ⾞操法の部、⼩型ポンプ⾞操法の部に分かれ、競技を実施 
・公務災害を受けた消防団員への⾒舞⾦や殉職者遺族への賞じゅつ⾦の⽀給 など

実績・成果 

・各種技術訓練及び研修会、優良消防団・永年勤続消防団員等の表彰等を実施し、
県下消防団員の資質向上と⼠気⾼揚に多⼤な貢献をあげている。 

・消防団活動で負傷等を負い休業を余儀なくされた者等に対して⾒舞⾦等を⽀給す
るなど消防団員の処遇の充実に努めている。 

・教育訓練指導員の育成等に努めた結果、第 25・26 回全国消防操法⼤会（H26・
28）で本県代表が２⼤会連続で準優勝する成果を挙げた。 

 

＜津波教育等＞ 
県及び市町は、県⺠や⾃主防災組織等へ、地震防災センターや出前講座等にて防災教育等を実施し

ている。特に津波においては、各⾃が率先して避難することが求められていることから、９⽉１⽇の
防災の⽇とは別に、津波対策推進旬間を定め、関係市町、施設管理者、⾃主防災組織等と連携し、津
波避難訓練を実施している。 

平成 29 年度の津波対策推進旬間における津波避難訓練の実施概要（抜粋） 
項 ⽬ 内 容 

趣旨 

本県では、東⽇本⼤震災が発⽣した３⽉ 11 ⽇を含む 10 ⽇間を、津波対策推進旬
間と定め、津波に対する正しい知識の普及を図るとともに、指定緊急避難場所及び
津波避難施設（以下、「緊急避難場所等」という）や、避難路などの点検等を通じ
て、津波避難における課題を再確認する。 

さらに３⽉ 11 ⽇（⽇）を統⼀実施⽇として津波避難訓練を実施し、津波避難の
習熟を図るとともに、成果や課題を整理し、今後の取組に活かしていく。 

重点項⽬ 

(1) 「地震だ、津波だ、すぐ避難！」の徹底・実践 
地震が起きたらすぐ避難することを徹底し、住⺠誰もが率先避難者となる⾃覚

を持って避難することにより、地震発⽣を合図にした即時避難を実践する。また、
避難時間を計測し、想定の津波到達時間までに避難完了できるか確認する。 

(2) 緊急避難場所・避難路の確認 
住⺠は、家族が離ればなれになっていることが多い平⽇に被災した状況等も想

定し、⾃宅のみならず⾃宅以外の場所（勤務先・学校など）からでも円滑に避難
できるよう、緊急避難場所等及び避難路をハザードマップで確認する。 

(3) 津波避難標識の確認 
市町は、静岡県津波避難標識指針（平成 27 年５⽉制定）を参考に、同標識が

分かりやすい表⽰であるかどうかを、設置場所も含めて確認する。 
住⺠は、どこにいても適切な避難⾏動がとれるよう、津波避難標識について理

解する。 
(4) 避難⾏動要⽀援者への⽀援体制の検証 

市町や⾃主防災組織は、⾼齢者や障害のある⽅に対して適切な避難⽀援を⾏う
など、避難⾏動要⽀援者の⽀援体制の検証を⾏う。 
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施策１ 参考資料 

学校においては、避難訓練において率先避難、⾃主防災組織との連携、避難所運営補助などを⾏っ
ているほか、以下の取組等を実施している。 

取組名 内 容 

⾼校⽣における防災
⼈材育成 

東⽇本⼤震災の被災地を訪問し、視察や地元⾼校⽣との交流を通して、
地震や津波から⾃らの命を守るために必要な知識を学び、⽣命の尊重やボ
ランティア精神等、「共⽣」の⼼を養うとともに、学校や地域の防災リー
ダーとして、主体的な訓練の実施や避難所の運営等、活躍が期待できる⼈
材の育成を図る。 

世界津波の⽇への参
加による防災意識⾼
揚 

世界各地で防災の知⾒と災害の脅威へ認識を深めるとともに、必要な防
災、減災、迅速な復旧復興、国際連携等に資する施策を総合的かつ計画的
に実⾏することができる将来のリーダーを育成するために「世界津波の
⽇」⾼校⽣サミットへ参加する。 

緊急地震速報を活⽤
した防災教育 

緊急地震速報受信システムを活⽤した避難訓練等を実施することによ
り、地震発⽣時に⽣徒等に落ち着いて⾏動する態度を⾝に付けさせる 

実践研究による防災
意識向上 

学校及び地域の防災課題を踏まえながら、研究主題を設定し、防災教育
や防災管理体制の充実に向け、訓練や研修の実施等により実践研究を⾏
う。 

防災教育推進のため
の連絡会議の実施 

地域と連携した防災教育の展開や学校防災体制の整備等について協議
するため、学校・地域・市町等で構成される会議を実施し、地域の⼈材や
教材を積極的に掘り起こし、地域に根ざした防災教育の推進を図る。 

 


